
第１７５号議案 

   足立区立保育所の指定管理者の指定について 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区立保育所の指定管理者の指定について 

 足立区立保育所の指定管理者を下記のとおり指定する。 

                記 

施設の名称 指定管理者 指定の期間 

足立区立やよい保育園 

 

東京都足立区江北三丁目17番4号 

 社会福祉法人江北会 

  理事長 野口 澄夫 

平成18年4月1日から

平成28年3月31日まで

足立区立さつき保育園 東京都足立区江北三丁目17番4号 

 社会福祉法人江北会 

  理事長 野口 澄夫 

平成18年4月1日から

平成28年3月31日まで

足立区立せきや保育園 埼玉県所沢市東狭山ケ丘六丁目2823番地12 

 社会福祉法人桑の実会 

  理事長 桑原 哲也 

平成18年4月1日から

平成28年3月31日まで

 

 （提案理由） 

 保育所の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定に基づき、この案を提出いたします。 




